
　
「
お
は
よ
う
」
民
生
委
員
の

あ
い
さ
つ
に
、
「
お
は
よ
う
ご

ざ
い
ま
す
」
と
元
気
に
答
え
る

子
ど
も
た
ち
。

　
今
年
も
民
生
委
員
に
よ
る
新

年
度
恒
例
の
あ
い
さ
つ
運
動
が

町
内
の
各
小
中
学
校
で
始
ま
り

ま
し
た
。

　
大
正
６
年
５
月
12
日
に
民
生

委
員
制
度
の
も
と
に
な
る
岡
山

県
済
世
顧
問
制
度
の
公
布
日
が

こ
の
日
に
当
た
る
こ
と
か
ら
定

め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、

常
に
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
、

安
心
し
て
暮
ら
し
や
す
い
地
域

社
会
を
つ
く
る
た
め
に
、
無
報

酬
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

　
熊
野
町
で
は
、
現
在
44
人
の

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
３
人

の
主
任
児
童
委
員
（
以
下
「
民

生
委
員
」
）
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
様
々
な
活
動
を
行
っ
て
い

５
月
12
日
は
民
生
委
員
・

児
童
委
員
の
日

ま
す
。

　
支
援
を
必
要
と
す
る
高
齢
者

や
重
度
の
障
害
が
あ
る
人
な
ど

を
、
地
域
で
見
守
り
支
援
し
て

い
く
た
め
、
ひ
と
り
暮
ら
し
な

ど
世
帯
の
状
況
を
把
握
し
、
必

要
に
応
じ
、
日
常
生
活
の
相
談

や
助
言
な
ど
の
支
援
を
し
て
い

ま
す
。

　
町
内
の
各
小
中
学
校
や
保
育

所
を
訪
問
し
、
授
業
参
観
と
先

生
方
と
の
懇
談
会
を
行
っ
て
い

ま
す
。
先
生
方
か
ら
は
学
校
内

や
保
育
所
な
ど
で
の
子
ど
も
の

様
子
を
お
聞
き
し
、
地
域
で
の

子
ど
も
の
様
子
な
ど
の
意
見
交

換
を
行
い
、
お
互
い
が
連
携
し

て
子
ど
も
の
成
長
を
見
守
っ
て

い
ま
す
。

　
今
年
度
は
町
内
の
幼
稚
園
に

も
訪
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
の

見
守
り

子
ど
も
の
成
長
を
見
守
る

　
急
病
な
ど
万
が
一
の
と
き
に
、

救
急
隊
員
や
医
療
機
関
が
患
者

の
情
報
を
い
ち
早
く
入
手
し
適

切
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
町
で

は
『
緊
急
連
絡
カ
ー
ド
』
の

普
及
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

カ
ー
ド
に
は
、
緊
急
連
絡
先
・

か
か
り
つ
け
医
・
健
康
保
険
証

番
号
・
民
生
委
員
の
電
話
番
号

な
ど
の
情
報
を
記
載
し
、
見
え

や
す
い
と
こ
ろ
に
保
管
し
ま
す
。

民
生
委
員
は
、
い
ざ
と
い
う
と

き
の
安
心
の
た
め
地
域
の
高
齢

者
な
ど
に
対
し
、
カ
ー
ド
の
配

布
と
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。

緊
急
連
絡
カ
ー
ド
の
配
布

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン

（
ミ
ニ
デ
イ
ホ
ー
ム
）

　
地
域
の
住
民
同
士
が
気
軽
に

無
理
な
く
集
え
る
場
づ
く
り
と

し
て
各
地
の
老
人
集
会
所
等
で

開
設
さ
れ
て
い
る「
ふ
れ
あ
い
サ

ロ
ン
」。

　
民
生
委
員
は
福
祉
委
員
や
女

性
会
の
人
た
ち
と
協
力
し
て
、

簡
単
な
体
操
や
運
動
、
ゲ
ー
ム

や
手
芸
、
食
事
会
な
ど
を
通
じ

て
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
て

い
ま
す
。
「
外
に
出
て
み
ん
な

と
会
っ
て
話
を
す
る
こ
と
で
、

気
分
転
換
に
な
り
ま
す
」
と
参

加
者
か
ら
大
好
評
で
す
。
一
度

覗
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。

熊
野
町
民
生
委
員
児
童
委
員

協
議
会
事
務
局
（
民
生
課
内
）
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私
た
ち
民
生
委
員
・

児
童
委
員
で
す

こ
ん
な
心
配
ご
と

悩
み
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

・
一
人
暮
ら
し
で
心
細
い

・
健
康
・
医
療
に
つ
い
て
心
配

・
子
ど
も
の
学
校
生
活
で
の
心
配

・ 

子
育
て
中
、
妊
娠
中
の
不
安
や

心
配

・
家
族
の
介
護
で
の
困
り
ご
と

・ 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
聞
き

た
い

ま
ず
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い

　
私
た
ち
民
生
委
員
・
児
童
委
員

は
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
相
談
相
手

で
あ
り
、
悩
み
事
や
困
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
解
決
に
向
け
て
、
関
係

機
関
の
支
援
が
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
つ
な
い
で
い
く
パ
イ
プ
役
で
す
。

　
民
生
委
員
に
は
、
守
秘
義
務
が

あ
り
ま
す
。
何
か
気
に
な
る
こ
と

心
配
な
こ
と

が
あ
っ
た
ら
、

近
く
の
委
員

に
気
軽
に
声

を
か
け
て
く

だ
さ
い
。

熊
野
町
民
生
委
員
・

児
童
委
員
協
議
会

会
長
　
内
藤
　
恒
雄
さ
ん
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町
で
は
、
地
域
の
特
性
を
活

か
し
た
施
設
な
ど
の
整
備
を
自

主
的
に
企
画
・
実
施
し
、
そ
れ

を
利
用
し
て
ま
ち
づ
く
り
活
動

を
行
う
町
民
団
体
に
対
し
て
の

補
助
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　
皆
さ
ん
の
地
域
に
密
着
し
た

視
点
、
各
団
体
の
特
色
あ
る
力

で
、
熊
野
町
を
活
性
化
す
る
提

案
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

町
内
で
ま
ち
づ
く
り
活
動
を

行
っ
て
い
る
団
体
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
な
ど

※ 

施
設
整
備
な
ど
ハ
ー
ド
に
関

す
る
事
業
で
、
継
続
的
に
地

域
の
魅
力
づ
く
り
や
活
性
化

が
期
待
で
き
る
事
業
。
（
下

記
の
事
業
例
参
照
）

※ 

他
の
補
助
金
の
交
付
を
受
け

る
事
業
や
事
業
の
効
果
が
特

定
の
個
人
や
団
体
、
地
域
に

限
定
さ
れ
る
事
業
な
ど
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
　

▽
補
助
金
額
‥
１
事
業
あ
た
り
、

住
民
参
加
型
ま
ち
づ
く
り

　
施
設
整
備
事
業
の

募
集
に
つ
い
て

障
害
者
・
難
病
患
者
な
ど
の

　
補
装
具
と
日
常
生
活
用
具

給
付
に
つ
い
て

１
千
200
万
円
以
内

▽
補
助
率
‥
事
業
費
の
総
額
の

４
／
５
以
内

商
工
観
光
課
、
各
公
民
館
に

設
置
し
て
あ
る
募
集
要
項
（
申

請
書
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

商
工
観
光
課
に
提
出

▽
募
集
期
間
‥
５
月
７
日
㈬
〜

５
月
30
日
㈮

▽
審
査
会
‥
７
月
に
公
開
に
よ

る
審
査
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、

そ
こ
で
企
画
内
容
に
つ
い
て
、

自
由
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
　

▽
審
査
結
果
‥
審
査
会
終
了
後

１
週
間
以
内
に
発
表
（
審
査
結

果
に
よ
っ
て
は
、
該
当
団
体
な

し
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。
）

▽
事
前
相
談
‥
対
象
と
な
る
事

業
や
申
請
方
法
な
ど
、
事
業
の

詳
細
は
商
工
観
光
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※ 

こ
の
事
業
は
、（
一
財
）
民
間

都
市
開
発
推
進
機
構
か
ら
の

拠
出
金
を
活
用
し
て
実
施
し

ま
す
。

商
工
観
光
課
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①
補
装
具

　
身
体
障
害
者
手
帳
を
所
持
し

て
い
る
人
お
よ
び
難
病
患
者
等

を
対
象
に
、
身
体
上
の
障
害
を

補
う
た
め
の
補
装
具
の
交
付
・

修
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。
補
装

具
の
種
目
に
よ
っ
て
は
交
付
・

修
理
の
際
、
県
の
判
定
が
必
要

な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

▽
種
目
の
例
‥
義
肢
、
車
い
す
、

歩
行
補
助
つ
え
、
義
眼
、
眼
鏡
、

補
聴
器
、
座
位
保
持
椅
子
な
ど

②
日
常
生
活
用
具

　
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手

帳
・
精
神
手
帳
を
所
持
し
て
い

る
人
お
よ
び
難
病
患
者
な
ど
を

対
象
に
日
常
生
活
が
よ
り
円
滑

に
行
え
る
よ
う
、
日
常
生
活
用

具
を
給
付
し
ま
す
。

▽
種
目
の
例
‥
入
浴
補
助
用
具
、

頭
部
保
護
帽
、
火
災
警
報
器
、

点
字
器
、
ス
ト
ー
マ
装
具
な
ど

①
・
②
共
通
事
項

　
障
害
の
程
度
、
種
類
な
ど
に

よ
っ
て
、
対
象
と
な
る
種
目
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

介
護
保
険
対
象
者
は
介
護
保
険

制
度
の
利
用
が
優
先
さ
れ
ま
す
。

▽
負
担
額
‥
原
則
、
基
準
額
の

一
割
で
す
。

※ 

世
帯
の
所
得
状
況
に
応
じ
自

己
負
担
金
の
上
限
額
を
設
定
。

基
準
額
を
超
え
る
部
分
は
自

己
負
担
。

※ 

世
帯
の
中
に
市
町
村
民
税
所

得
割
額
が
46
万
円
以
上
の
人

が
い
る
場
合
は
対
象
外
。

　
購
入
・
修
理
前
に
必
ず
福
祉

課
へ
ご
相
談
の
う
え
、
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

（
福
祉
課
）

項　　目 事　　　　業　　　　例
１ 景観形成事業 植栽やフラワーポットの設置など緑化活動、景観形成に資すると認められる事業

２ まちの魅力アップ事業 シンボル施設の整備、モニュメントの設置、まちづくり活動拠点施設の整備、ライト
アップ設備の整備、その他まちの魅力に資すると認められる事業

３ 文化歴史事業 伝統文化継承のための資料館などの整備や歴史的建築物（倉庫、蔵、住宅など）の保
全・改修、伝統文化の継承・歴史的施設の保全に資すると認められる事業　

４ 観光振興事業 観光物産品の販売施設整備、観光振興のための案内板の設置、その他まちの観光振興に
資すると認められる事業

５ 安心安全なまちづくり事業 防犯カメラ、防犯灯、カーブミラーの設置、バリアフリー化のためのスロープの整備、
その他安心安全なまちづくりに資すると認められる事業

６ 良好なまちづくり事業 ポケットパークの整備や広場への遊具の設置、里山の整備、食に関する活動拠点の整備、
その他良好なまちづくりに資すると認められる事業


